
 

生活交通確保維持改善計画（地域内フィーダー系統確保維持計画を含む） 

 

令和 ４年 ６月 ３日 

 

      深川市地域公共交通活性化協議会 
  

生活交通確保維持改善計画の名称 

 

令和５補助年度 深川市地域内フィーダー系統確保維持計画 

１．地域公共交通確保維持事業に係る目的・必要性 

 

  深川市は、北空知圏域をはじめとする広域連携によるまちづくりを推進しており、周辺市町

を結ぶバスや鉄道は北空知圏域の住民を中心とした通学や通院、買物等の足として重要な役割

を果たしている一方で、人口減少や少子高齢化の進行、マイカーの普及に加え、近年は新型コ

ロナウイルス感染症の影響により利用者が減少傾向にあるほか、原油・物価高騰の影響なども

出ているため、収支の悪化などからバス路線の確保・維持が喫緊の課題となっている。 

市内循環線は１年間の実証実験を経て、平成３１年４月１日より本格運行を開始しており、

ＪＲ深川駅、各病院、公共施設、商業施設などの主要施設や、まちなかの住宅密集地などを結

び、市内移動の基幹的な役割を果たすとともに、周辺市町と深川市を結ぶ広域路線に接続する

重要な位置づけにある。 

今後は人口減少や少子高齢化が加速し、利用者が減少していくことが予想される中で、持続

可能な公共交通網の形成を図るためには市内循環線は極めて重要な路線であることから、確

保・維持していく必要がある。 

２．地域公共交通確保維持事業の定量的な目標・効果 

（１）事業の目標 

 

人口減少に負けない活力ある持続可能なまちづくりを実践する観点により、市内循環線の年間

利用者数は前年度と比較し維持させることを目標とする。 

ただし、令和４年度も前年度と同様に新型コロナウイルス感染症の影響により、路線バス需要

は低下し路線バス需要の早期回復が見込めないことから、本来であれば利用者数の維持を目標と

するところを、今年度においても前年度年間利用者数の 3/4（14,888人）を数値目標に設定する。 

 

目標達成のために、コロナ禍においても７０歳以上の市民を対象とした高齢者バス利用料金助

成事業などの利用促進策を継続的に実施していくほか、路線の維持・確保や、感染防止対策の取

組の促進を図るため、事業者に対する必要な支援の実施について検討するなど、利用者需要の回

復に努める。 

 

・人口：19,767人（令和 3年 3月現在）、19,270人（令和 4年 3月現在） 

 ・人口前年度同月比：約 2.5％減少 

 ・令和３年度年間利用者数(令和 3年 4月～令和 4年 3月)：19,851人 

 

（２）事業の効果 

 

市内循環線を維持することにより、日常生活に必要不可欠な移動手段が確保されるとともに、

周辺市町を結ぶバスや鉄道と接続することで、効率的な運行体系が実現でき、人の流動を促進し

地域活性化につながる。 

 



 

３．２．の目標を達成するために行う事業及びその実施主体 

 

【深川市】 

 ・７０歳以上の市民を対象とした高齢者バス利用料金助成事業の実施 

 

 【深川市及び深川市地域公共交通活性化協議会】 

 ・路線バス乗り方教室の実施 

 ・運行経路やダイヤ見直し等による利用促進策の検討 

・その他目標達成に必要となるもの 

 

【事業者】 

・新型コロナウイルス感染症拡大防止対策（車内の換気、消毒、乗務員のマスク着用など） 

 

４．地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び 

運行予定者 

 

地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱「表１」を添付。 

５．地域公共交通確保維持事業に要する費用の負担者 

 

深川市から運行事業者への補助金額については、運行収入及び国庫補助金を運行経費から差

し引いた差額分を負担することとしている。 

６．補助金の交付を受けようとする補助対象事業者の名称 

 

空知中央バス株式会社 

７．補助を受けようとする手続きに係る利用状況等の継続的な測定方法 

 【活性化法法定協議会を補助対象事業者とする場合のみ】 

 

※該当なし 

８．別表１の補助対象事業の基準二ただし書に基づき、協議会が平日１日当たりの運行

回数が３回以上で足りると認めた系統の概要 

【地域間幹線系統のみ】 

 

※該当なし 

９．別表１の補助対象事業の基準ハに基づき、協議会が「広域行政圏の中心市町村に準

ずる生活基盤が整備されている」認めた市町村の一覧 

【地域間幹線系統のみ】 

 

※該当なし 

10．生産性向上の取組に係る取組内容、実施主体、定量的な効果目標、実施時期 

及びその他特記事項 

【地域間幹線系統のみ】 

 

※該当なし 



 

11．外客来訪促進計画との整合性 

【外客来訪促進計画が策定されている場合のみ】 

 

 ※該当なし 

12．地域公共交通確保維持改善事業を行う地域の概要 

【地域内フィーダー系統のみ】 

 

地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱「表５」を添付。 

13．車両の取得に係る目的・必要性 

【車両減価償却費等国庫補助金・公有民営方式車両購入費国庫補助金を受けようとす

る場合のみ】 

 

※該当なし 

14．車両の取得に係る定量的な目標・効果 

【車両減価償却費等国庫補助金・公有民営方式車両購入費国庫補助金を受けようとす

る場合のみ】 

（１）事業の目標 

 

※該当なし 

（２）事業の効果 

 

※該当なし 

 

15．車両の取得計画の概要及び車両の取得を行う事業者、要する費用の負担者【車両減

価償却費等国庫補助金・公有民営方式車両購入費国庫補助金を受けようとする場合

のみ】 

 

※該当なし 

16．老朽更新の代替による費用の削減等による地域公共交通確保維持事業における収支

の改善に係る計画（車両の代替による費用削減等の内容、代替車両を活用した利用促

進策） 

【公有民営方式車両購入費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 

 ※該当なし 

17. 貨客混載の導入に係る目的・必要性 

 【貨客混載導入経費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 

※該当なし 

18. 貨客混載の導入に係る定量的な目標・効果 

 【貨客混載導入経費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 

（１）事業の目標 

 

 ※該当なし 



 

 

（２）事業の効果 

※該当なし 

19. 貨客混載の導入に係る計画の概要 

 【貨客混載導入経費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 

  

※該当なし 

20. 貨客混載の導入に要する費用の総額、内訳、負担者及び負担額 

 【貨客混載導入経費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 

  

※該当なし 

21．協議会の開催状況と主な議論  

■平成 30年度 

第１回(H30.11.19) 「循環線」実証実験に関わる協議 

第２回(H31. 2.20) 「循環線」本格運行について合意 

 

■令和元年度 

第１回(R1. 6.14)  地域内フィーダー系統確保維持計画の策定について合意 

第２回(R1.11.29) 「循環線」の運行経路・ダイヤの見直しについて合意 

第３回(R2. 1.20)  令和元年度地域内フィーダー系統確保維持計画の事業評価について合意 

 

■令和２年度 

第１回(R2. 6.12）  深川市地域公共交通活性化協議会設置要綱の改正について合意 

第２回(R2.12.16)  デマンド交通実証実験（素案）について合意 

第３回(R3. 1.18)  令和２年度地域内フィーダー系統確保維持計画の事業評価について合意 

 

■令和３年度 

第１回(R3. 6.18）  地域内フィーダー系統確保維持計画の策定について合意 

第２回(R4. 1.17)  令和３年度地域内フィーダー系統確保維持計画の事業評価について合意 

第３回(R4. 2.25)  デマンド交通「納内経由菊丘線」実証実験運行内容の見直しについて合意 

 

■令和４年度 

第１回(R4. 6. 3）  地域内フィーダー系統確保維持計画の策定について合意 

22．利用者等の意見の反映状況 

 

深川市地域公共交通活性化協議会の構成員として、市民及び利用者代表の参画を得ており、本

計画策定にあたって審議いただいた。 

 



 

 

23．協議会メンバーの構成員 

関係都道府県 北海道空知総合振興局地域創生部地域政策課 

関係市区町村 深川市企画総務部企画財政課 

交通事業者・交通施

設管理者等 

北海道中央バス株式会社 

空知中央バス株式会社 

沿岸バス株式会社 

道北バス株式会社 

ジェイ・アール北海道バス株式会社 

北海道旅客鉄道株式会社深川駅 

深川ハイヤー協会 

深川観光バス株式会社 

私鉄総連道北バス支部 

国土交通省北海道開発局札幌開発建設部深川道路事務所 

北海道空知総合振興局札幌建設管理部深川出張所 

深川市建設水道部 

北海道旭川方面深川警察署 

地方運輸局 国土交通省北海道運輸局旭川運輸支局 

その他協議会が必要

と認める者 

（住民又は利用者の代表者） 

深川地区町内会連合会 

一已地区町内会連合会 

納内町内会連合会 

音江町内会連合会 

多度志地区町内会連合会 

深川市民生児童委員連合協議会 

深川市シルバークラブ連合会 

深川商工会議所 

深川市商店街振興組合連合会 

 

（学識経験者） 

拓殖大学北海道短期大学 

 

（深川市） 

深川市企画総務部 

深川市市民福祉部 

深川市教育委員会 

深川市経済・地域振興部 

 

【本計画に関する担当者・連絡先】 

（住 所）深川市２条１７番１７号      

（所 属）企画総務部企画財政課       

（氏 名）野中 翔太            

（電 話）０１６４－２６－２２４６     

（e-mail）kikaku@city.fukagawa.lg.jp    
 


